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東京マラソン財団オフィシャルボランティアクラブ 
VOLUNTAINER（ボランテイナー）会員規約 

新旧対照表 
新 旧 備考欄 

 

 

第１４条（退会） 

 
当財団が指定する期間内に VOLUNTAINER ポイントの取得及び消費

がない場合は、会員の利用資格を失効させ、自動的に退会処理をしま

す。 

※会員に紐づく個人情報等は、VOLUNTAINER の公式ウェブサイト

を管理・運営を委託している株式会社 Fanplus で保有し続けます。 

株式会社 Fanplus からの個人情報削除を希望する場合は、こちら 
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